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仕  様  書 

１ 件名 

中野区立小・中学校外国語指導助手派遣（単価契約） 

 

２ 業務の目的 

中野区では、グローバル化が急速に進展していく中で、児童・生徒が外国語を通じて異文化等

に対する理解を深め、積極的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度や、情報

や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする力を身に付けさせることを目標とし、外国語

教育の充実を図り、外国語指導助手（以下、｢ＡＬＴ｣という。）を活用した授業等を展開している。 

本契約においては、中野区立小・中学校に中野区（以下、「区」という。）の統一仕様による外

国語指導助手を配置し、音声指導や英語表現の活用指導、「聞くこと」・「話すこと」を中心にした

言語活動の中で、授業を充実させ、英語によるコミュニケーション能力の向上を図ることを目指

している。 

 

３ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

なお、派遣期間については、上記の期間内で学校ごとに依頼する。 

 

４ 履行場所 

 （１）中野区立小学校２０校及び中学校９校（特別支援学級を含む） 

 （２）中野区教育委員会が指定する箇所 

別添１「外国語指導助手の配置校及び派遣予定日数一覧」のとおり。 

 

５ 派遣日数（全校分合計予定数） 

４，５６５日 

派遣先に配置されるＡＬＴは、原則として１校につき１人とし、他の学校と兼務は、原則不可と

する。なお、派遣期間中に増員が必要な場合、または担当指導助手が病気その他のやむを得ない事

情により勤務できず代替が必要な場合には、別途協議の上、決定する。増員及び代替の ALT を派遣

する場合には、当該校を継続して担当するよう努めること。 

 

６ 派遣時間数（全校分合計予定数） 

 ３１，９５５時間 

 

７ 業務内容 

 （１）派遣元の業務 

 ①区内小・中学校への外国語指導助手（以下、「ＡＬＴ」という。）の派遣業務 

 ②上記、①の業務を円滑に履行するために必要な次の業務 

 ・区担当の責任者の選任 
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 ・ＡＬＴに対する業務遂行に必要となる定期的な研修 

 ・ＡＬＴに対する年１回の健康診断（胸部レントゲンを含む）の実施 

 ・ＡＬＴにかかる保護者や関係機関からの要望や苦情等の緊急対応 

 ・ＡＬＴの勤怠管理、遅刻や欠勤の際の派遣先への事前連絡及び代行助手の手配 

 ・派遣先における雇用契約、労働者派遣に係る書類作成及び手続き支援 

 ・ＡＬＴへの支援方法等の助言及び教材作成支援 

 ・業務履行に際する学校への説明等の実施 

 ・その他業務履行にあたって必要な事務に関すること 

 

（２）責任者の業務 

・区、派遣先及びＡＬＴの業務内容や派遣日等の連絡調整 

・責任者による配置場所への訪問、指導及びＡＬＴの業務遂行状況の把握 

 

 （３）ＡＬＴの業務 

 ①実施形態 

  学級及び少人数展開クラス単位にて実施する。 

②授業時数の学校別内訳 

別添１「外国語指導助手の配置校及び派遣予定日数一覧」のとおり。なお、原則として小学校

の１授業の単位時間は４５分、中学校の１授業の単位時間は５０分である。 

 ③１学級あたりの授業時数 

ア 小学校１・２年生  １５単位時間 

イ 小学校３・４年生  ３０単位時間 

ウ 小学校５・６年生  ４５単位時間 

エ 小学校特別支援学級 １５単位時間 

オ 中学校１～３年生  ３５単位時間 

カ 中学校特別支援学級 ２０単位時間 

※学級数に応じて授業時数を設定するのは、小学校のみ。中学校については、学級数に関わらず、

全校で同一の派遣予定時間とする。なお、授業以外の時間については、④の業務に従事する。 

 ④児童・生徒との対話・会話等を通した英語学習及び国際理解教育に係る指導の実施 

・標準的な発音やアクセント等基本的な英語の音声の特徴をとらえるための発音、聞き取り、音

読、会話等指導業務 

・区独自の英語カリキュラム（英検ＥＳＧサポートプログラムの実施等）に係る指導について、

主担当または補助として行う 

 ・国際理解教育の一環として行う母国の生活・文化的背景の紹介、情報提供及び解説業務 

 ・教員等との英語会話の実演 

・昼休み時間等における児童・生徒との交流、英語指導 

 ・「聞く」「話す」「読む」「書く」の習熟度を測るためのテスト及び評価業務 

 ・学校の指導計画に基づく生徒への指導・助言業務 

・授業で実施したテストの採点業務及び英作文等の添削業務 
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 ・英語関係行事（英語発表会、国際理解教育関係授業）、クラブ活動、部活動での指導 

 ・授業や行事の円滑実施に向けた担当教員との打合せや研修、教材作成業務 

８ ＡＬＴの要件 

（１）英語による発語のリズム、イントネーション及び発音が教科書に準じており、学校における

外国語教育にふさわしいこと。 

（２）児童・生徒と信頼関係を築き、規律あるかつ円滑な授業運営を確保するため、児童・生徒に

対して深く人間理解がある者であること。 

（３）心身ともに健康であること。 

（４）契約期間中、継続して勤務できること（帰国、転職等の予定がないこと）。 

（５）区及び学校の指揮命令に忠実に従い、業務を遂行できること。 

（６）学校の規律を遵守し、本派遣業務従事中及び従事外においても学校教育にかかわるものとし

てふさわしい道徳的態度をもった言動がとれること。 

（７）特別支援学級へ派遣する外国語指導助手については、特別支援教育に理解があり、心身に障

害等のある児童・生徒と積極的にコミュニケーションを図りつつも、児童・生徒の感情、情

緒、体調等に応じて必要な配慮ができること。 

 

９ 就業日 

 原則として、月曜日から金曜日までとする（国民の祝日に関する法律に規定する休日、長期休業

期間を除く）。ただし、特に必要な場合は予め合意の上、上記以外の就業日を定めることができるも

のとする。 

 

10 休日 

（１）土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日まで 

（２）長期休業日（春季・夏季・秋季・冬季休業日。なお、教員研修に係る日は除く。） 

 

11 就業時間 

 就業日の午前８時１５分から午後４時４５分までの、休憩時間を除いた１日７時間とする。ただ

し、特に必要な場合は上記以外の就業時間を定めることができるものとする。 

 

12 休憩時間 

 就業時間が６時間を超える場合は、１時間を就業時間の途中に取得するものとする。 

 

13 時間外労働 

 就業時間外の労働は原則としてないものとするが、学校行事等特に必要な場合は就業時間外の労

働を命じることがある。なお、時間外労働の詳細に関しては別途定める。 

 

14 研修 

（１）派遣開始前に派遣予定のＡＬＴに対し研修を実施すること。本仕様書の内容の他、個人情報

の保護、勤務態度や規律の保持及び基本的な知識等を身に付けさせ、また、区の英語教育に
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沿った授業を円滑に実施できるよう研修を実施すること。 

（２）派遣後も、ＡＬＴの能力向上や就業モラルの維持に努め、ＡＬＴに対し、研修を行うこと。 

（３）研修の実施にあたっては、年間の研修計画を作成のうえ区に提出し、研修を実施した翌月ま

でに研修内容を区に書面報告すること。 

 

15 社会保険等 

 社会保険等の適用基準を満たす場合は、ＡＬＴをこれらの保険に加入させること。 

 

16 派遣元の責務 

（１）派遣元は、派遣業務の安定した履行を確保するため様々な観点から検討し、業務の質を高め

る取り組みを行うこと。 

（２）ＡＬＴの出入国管理及び難民認定法等の日本国の法令を遵守すること。 

（３）各小・中学校及び各学級に対応した適切な教材を用意できる体制をとること。 

（４）ＡＬＴの服務指導及び労務管理を徹底すること。 

（５）従事しているＡＬＴが急病等により業務を行うことができない場合は、区及び当該中学校に

その旨を報告するとともに、代理のＡＬＴにより業務を行う等、派遣業務の履行に支障をき

たすことのないようにすること。 

（６）区と派遣元は、業務に係る連絡調整会議を年２回程度行うこと。開催時期については、区ま

たは派遣元の申し出により両者が協議して決定する。 

（７）上記７（２）の責任者の業務を管理指導及び指導・支援すること。 

（８）派遣元は、学校において生徒への結核等の感染を予防するため、業務開始前（概ね１か月前）

までにＡＬＴの健康診断を実施し、健康状態の確認を行うこと。 

（９）その他、区と派遣元が同意した事項を遵守すること。 

 

17 経費負担等 

ＡＬＴの通勤にかかる費用を含む派遣業務の履行に要する一切の費用は、派遣元の負担とする。 

 

18 学校内における遵守事項 

ＡＬＴは学校内において次の事項を遵守すること。 

（１）学校を出入りするときは、その都度学校長等に報告すること。 

（２）職員休憩室等特に使用を認められた場所のほか、業務に関係のない場所にみだりに立ち入ら

ないこと。 

（３）スマートフォンなど、授業に必要のない私物はロッカー等に入れ、教室等に持ち込まないこ

と。必要な場合はその都度学校長等に報告すること。 

（４）業務中に天災事変等の緊急事態が発生したときは、区が定めるマニュアルに従って、生命等

を保護するために必要な役割を分担すること。 

 

19 児童・生徒への対応 

（１）責任者及びＡＬＴは、学校が児童・生徒の教育の場であることを配慮し、学校現場にふさわ
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しい服装や態度に心がけるとともに、教職員・児童・生徒・保護者・来校者などに対して、

丁寧なあいさつや声掛けを行うよう注意を払うこと。特に、児童・生徒に対しては、言葉づ

かいや口調にも注意し、粗野な発言は避けること。 

（２）体罰及び不用な身体接触を行わないこと。 

（３）業務以外に校外で教職員・児童・生徒・保護者等と会うなど、第三者から私的な関係を疑わ

れるような行動をとらないこと。 

 

20 著作権の保護 

派遣元が本業務を各小・中学校で行う際に使用する教材、資料に著作権があるものについては、

書面等による許可を取るなど、適切な手続きを行ったうえで使用すること。また、各小・中学校が

所持する著作物を他の目的に流用すること並びに第三者に渡す場合は、書面等により区及び学校長

等の許可をとること。 

 

21 守秘義務及び個人情報の取扱い 

（１）派遣元及びＡＬＴは、業務上知りえた情報について、他への漏えいや情報の改ざんをして

はならない。個人情報が記載された用紙等は破損、紛失しないよう適正な保管を行うこ

と。契約終了後も同様とする。 

（２）業務の目的を超えて個人情報を収集しないこと及び目的外に利用しないこと。 

（３）派遣元及びＡＬＴは、第三者に個人情報の閲覧、貸出等をしないこと。 

（４）個人情報の取扱に関して事故が発生した場合は、速やかに区に報告すること。 

（５）区が個人情報の管理にかかる検査を求めたときは、これに応じること。 

（６）業務については二重派遣を行わないこと。 

（７）契約終了等により不要となった個人情報については、裁断、焼却等の方法により確実に廃

棄すること。 

（８）上記（１）から（７）までについて派遣元が違反し、区に損害が生じた場合は、その損害

の全てを派遣元が賠償すること。派遣元に重大な過失があった場合は、区は契約を解除す

ることができる。 

 

22 障害を理由とする差別の解消の推進について 

   本契約の履行にあたり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることに

より、障害者の権利利益を侵害しないこと。また、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者

の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、

社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすること。 

 

23 報告 

  派遣元は、別添２の定めるところにより、報告書等を作成し、各提出先に１部を提出すること。 

 

24 支払方法 
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区は、派遣元事業主からの業務完了届及び完了確認書（月報）により実施時間数等の報告を受

け、毎月業務完了、検査合格の後、正当な請求のあった日から３０日以内に当該月分の実績に応

じて支払う。 

 

25 遵守事項 

（１）派遣元事業主は、派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤途上災害については、

労働基準法で定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の

徴収等に関する法律で定める事業主の責任を負い、また、これら手続きについて必要な協

力を行わなければならない。 

（２）派遣元及び派遣労働者は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、就業する業務に関係ある法令、条例及び規則

等を熟知し、遵守すること。 

26 協議 

この仕様書に規定するもののほか、業務の内容等について定めのない事項や疑義が生じたとき

は、区と派遣元が協議して決定することとする。 

 

 



別添１ 外国語指導助手の配置校及び派遣予定日数一覧

直 通 電 話
１ ・ ２ 年 生
学 級 数

３ ・ ４ 年 生
学 級 数

５ ・ ６ 年 生
学 級 数

特 別 支 援
学 級 数

授 業 時 数
派 遣 予 定

日 数
派遣予定時間

1 桃 園 第 二 小 学 校 ３３６３－０６６１ 〒１６４‐０００１ 中野区中野1－57－１2 4学級 4学級 4学級 360時数 84日 588時間

2 塔 山 小 学 校 ３３６３－０４６１ 〒１６４‐００１１ 中野区中央１－４９－１ 7学級 6学級 7学級 600時数 140日 980時間

3 谷 戸 小 学 校 ３３６１－３６４５ 〒１６４‐０００１ 中野区中野１－２６－１ 6学級 6学級 6学級 540時数 126日 882時間

4 中 野 本 郷 小 学 校 ３２９９－１０５８ 〒１６４‐００１３ 中野区弥生町１－２５－１ 4学級 4学級 4学級 360時数 84日 588時間

5 江 古 田 小 学 校 ３３８５－０４１１ 〒１６５‐００２２ 中野区江古田２－１３－２８ 7学級 7学級 6学級 585時数 137日 959時間

6 啓 明 小 学 校 ３３３０－２３２５ 〒１６５‐００３４ 中野区大和町１－１８－１ 4学級 4学級 4学級 360時数 84日 588時間

7 北 原 小 学 校 ３３３０－２４１１ 〒１６５‐００２７ 中野区野方６－３０－６ 4学級 4学級 4学級 360時数 84日 588時間

8 江 原 小 学 校 ３９５１－５８８０ 〒１６５‐００２３ 中野区江原町１－３９－１ 6学級 6学級 5学級 2学級 525時数 123日 861時間

9 武 蔵 台 小 学 校 ３９９９－１６５５ 〒１６５‐００３１ 中野区上鷺宮５－１－１ 4学級 6学級 6学級 510時数 119日 833時間

10 上 鷺 宮 小 学 校 ３９２６－６３８１ 〒１６５‐００３１ 中野区上鷺宮１－２４－３６ 5学級 6学級 6学級 525時数 123日 861時間

11 桃 花 小 学 校 ３３８１－７２５１ 〒１６４‐００１１ 中野区中央５－４３－１ 6学級 7学級 8学級 4学級 720時数 168日 １，１７６時間

12 白 桜 小 学 校 ３３８９－０５６１ 〒１６４‐０００２ 中野区上高田１－２－２８ 5学級 5学級 7学級 540時数 126日 882時間

13 平 和 の 森 小 学 校 ３３８９－１４５１ 〒１６５‐００２６ 中野区新井３－２９－１ 7学級 8学級 8学級 705時数 164日 １，１４８時間

14 緑 野 小 学 校 ３３８９－２３５１ 〒１６５‐００２１ 中野区丸山１－１７－１ 6学級 6学級 6学級 540時数 126日 882時間

15 南 台 小 学 校 ３３８１－７２５７ 〒１６４-００１４ 中野区南台3－44－9 6学級 6学級 6学級 540時数 126日 882時間

16 み な み の 小 学 校 ３３８１－７２５０ 〒１６４‐００１３ 中野区弥生町４－２７－１１ 6学級 6学級 7学級 4学級 645時数 150日 １，０５０時間

17 美 鳩 小 学 校 ３３３０－１４２５ 〒１６５‐００３４ 中野区大和町４－２６－５ 9学級 9学級 9学級 5学級 885時数 206日 １，４４２時間

18 中 野 第 一 小 学 校 ３３７２－２３２６ 〒１６４‐００１２ 中野区本町３－１６－１ 7学級 9学級 8学級 3学級 780時数 182日 １，２７４時間

19 令 和 小 学 校 ３３８９－１４６１ 〒１６５‐００２６ 中野区新井４－１９－２６ 8学級 8学級 8学級 5学級 795時数 185日 １，２９５時間

20 鷺 の 杜 小 学 校 5364－7135 〒165-0032 中野区鷺宮４－７－３ 6学級 6学級 7学級 3学級 630時数 147日 １，０２９時間

予 備 3学級 3学級 3学級 270時数 63日 441時間

120学級 126学級 129学級 26学級 １１，７７５時数 ２，７４７日 １９，22９時間

直 通 電 話 学 級 数
特 別 支 援
学 級 数

授 業 時 数
派 遣 予 定

日 数
派遣予定時間

1 第 二 中 学 校 ３３８２－７１５１ 〒１６４‐００１２  中野区本町５－２５－１ 10学級 4学級 430時数 190日 １，３３０時間

2 第 五 中 学 校 ３３８９－２３４１ 〒１６４‐０００２  中野区上高田４－２８－１ 11学級 385時数 190日 １，３３０時間

3 第 七 中 学 校 ３３８９－４１７１ 〒１６５‐００２２  中野区上高田5－35－3 10学級 3学級 410時数 190日 １，３３０時間

4 北 中 野 中 学 校 ３９９９－３４１５ 〒１６５‐００３１  中野区上鷺宮５－７－１ 13学級 455時数 190日 １，３３０時間

5 緑 野 中 学 校 ３３８６－５４２３ 〒１６５‐００２１  中野区丸山１－１－１９ 13学級 455時数 190日 １，３３０時間

6 南 中 野 中 学 校 ３３８１－７２７７ 〒１６４‐００１４  中野区南台５－２２－１７ 11学級 385時数 190日 １，３３０時間

7 中 野 中 学 校 ３３８９－１４７１ 〒１６４‐０００１  中野区中野４－１２－３ 12学級 420時数 190日 １，３３０時間

8 中 野 東 中 学 校 ３３６２－５２３６ 〒１６４‐００１１  中野区中央１－４１－４ 14学級 490時数 190日 １，３３０時間

9 明 和 中 学 校 ３３３０－５３２５ 〒１６５‐００３３  中野区若宮３－５３－１６ 16学級 3学級 620時数 190日 １，３３０時間

予 備 108日 756時間

110学級 10学級 ４，０５０時数 １，８１８日 １２，７２６時間

※中学校については、学級数に関わらず、全校で同一の派遣予定日数とする。なお、授業以外の時間については、仕様書内７（３）④のALTの業務に従事する。

※小学校の学級数は令和７年９月時点の推計値であるため、学級数及び授業回数は令和８年４月入学等に伴う増減に対応して実施すること。
※住所・電話番号については、令和７年９月時点における見込み

中

学

校

校 名 所 在 地

小

　
　
　
　
　
学

　
　
　
　
　
校

校 名 所 在 地



 

 

別添２ 

報告書類一覧 

提出時期 報告書等の名称 
提出先 

様式 
指導室長 学校長 

・派遣開始時 

・変更のあっ

た時 

業務責任・派遣労働者選任

（変更）報告書 

○ ○ 任意 

健康診断結果報告書 ○ ○ 任意 

年間実施計画書 ○ ○ 任意 

巡回指導計画書 ○ ○ 任意 

年間研修計画 ○  任意 

・派遣日業務

終了時 

完了確認書（日報）  ○ 任意 

・各月末日以

降すみやかに 

完了確認書（月報・総括票） ○  様式１ 

業務完了届 〇  様式２ 

勤怠一覧 ○  任意 

巡回指導実績報告書 ○ ○ 任意 

・研修実施後 研修実施報告書 ○  任意 

・年度末 業務実績報告書 ○ ○ 任意 



業務責任者名

実施時間数 実施時間数

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

様式１

中野区立小・中学校外国語指導助手派遣業務完了確認書（月報・総括票）

年　　　　月分

学校名 学校名

桃園第二小 第二中

塔山小 第五中

谷戸小 第七中

中野本郷小 北中野中

江古田小 緑野中

啓明小 南中野中

北原小 中野中

江原小 中野東中

武蔵台小 明和中

上鷺宮小 合計

桃花小

白桜小

平和の森小

緑野小

教育委員会

南台小

みなみの小

美鳩小

中野第一小

令和小

鷺の杜小



様式2

年 月 日
あて

    　　　年　　　月分

  契約番号

 完     了     届

住    所
契約者

氏    名

中野区契約締結者

　下記のとおり、完了したので届け出ます。

契約件名 中野区立小・中学校外国語指導助手派遣（単価契約)

履行内容

契約金額    　　　　　　　　　円

履行場所

契約年月日 履行期限

完了年月日 　年　月　日


